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平成２４年５月２日 
メディケア生命保険株式会社 

 

 
 

メディケア生命保険株式会社（社長 寺﨑啓介）は、株式会社三井住友銀行（頭取 國部毅）にて、平成２４年 

５月７日より、医療保険「充実メディフィット」<正式名称：医療終身保険（無解約返戻金型）>を発売します。 

本商品は入院・手術などの保障に加えて、各種特約を付加することで「がんなどの７大生活習慣病の保障」「所

定の女性特定疾病の保障」「先進医療の保障」および「３大疾病（がん、急性心筋梗塞
こ う そ く

、脳卒中）による保険料

払込免除の保障」が充実します。保険料はお手頃で、お客さまのお役に立てる医療保険です。 

 

  

 

                       の発売について 

NEWS RELEASE 

お問い合わせは次にお願いします。 

メディケア生命 経営管理部 (03)5621-3310 

 

 

 

① １日以上の入院から保障され、１回の入院の支払限度日数は６０日型・１２０日型から 
選べます。がんによる入院の場合は支払日数無制限  

 

② ６大生活習慣病による入院は 1入院の支払限度を 60日延長 
   *６大生活習慣病追加給付あり型を選択した場合  

 

③ 約 1,000種類の公的医療保険制度対象手術を外来・入院を問わず保障 
   ニーズに応じて給付倍率を選べます。（手術Ⅰ型、手術Ⅱ型いずれかを選択）  
   ＊一部保障の対象外となる手術もあります。 

 

④ 先進医療保障が充実 
   *先進医療特約(11)を付加した場合  
 
⑤ がんの一時金と抗がん剤（腫瘍用

し ゅ よ う よ う

薬
や く

）による治療を保障 
   *がん診断特約、抗がん剤（腫瘍用薬）治療特約を付加した場合  

 

⑥ 初めてがんと診断確定された場合、または急性心筋梗塞
こ うそ く

、脳卒中で 
   公的医療保険制度対象手術を受けられた場合、もしくは所定の状態となられた場合、 
   以降の保険料のお払込みを免除 
   *３大疾病保険料払込免除特約を付加した場合 

１ 充実メディフィットの主な特徴 
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給付金名 お支払理由 お支払金額 お支払限度 

災害入院 
給付金 

丌慮の事故による傷害により 

１日以上入院されたとき 
入院給付日額×入院日数 

継続した１回の入院につき 60日型は 60日分、

120日型は120日分。通算では1000日分。 

疾病入院 
給付金 

疾病により１日以上入院されたとき 入院給付日額×入院日数 

継続した１回の入院につき 60日型は 60日分、
120日型は120日分。通算では1000日分。ただ
し、６大生活習慣病追加給付あり型を選択し、６

大生活習慣病で入院した場合は、１回の入院の
お支払限度を60日延長します。また、がんで入
院した場合は１回の入院および通算のお支払限

度を超えてお支払いします。 

手術給付金 

傷害または疾病により、公的医療保

険制度に基づく医科診療報酬点数表
において手術料の算定対象となる手
術を受けられたとき 

【入院中の手術】 
<手術Ⅰ型>基本給付金額×10倍 
<手術Ⅱ型>基本給付金額×10･20･40倍 

【外来の手術】 
<手術Ⅰ型・Ⅱ型>基本給付金額×5倍 

通算限度なし 

骨髄移植 
給付金 

疾病により、公的医療保険制度に基

づく医科診療報酬点数表において輸
血料の算定対象となる骨髄移植術を
受けられたとき 

基本給付金額×10倍 通算限度なし 

放射線治療 
給付金 

傷害または疾病により、公的医療保
険制度に基づく医科診療報酬点数表
において放射線治療料の算定対象と

なる放射線治療を受けられたとき 

基本給付金額×10倍 
通算限度なし 
60日に 1回のお支払限度 

 

 

 

２ 充実メディフィットの仕組み図 

３ 医療終身保険（無解約返戻金型）（主契約）の概要 

＊ 基本給付金額とは、主契約の手術給付金、骨髄移植給付金および放射線治療給付金のお支払基準となる金額です。 
●６大生活習慣病追加給付あり型を選択し、６大生活習慣病で入院した場合は、１回の入院のお支払限度を６０日延長します。 
  なお、対象となる６大生活習慣病は以下のとおりです。 

  ･糖尿病 ･心疾患 ･高血圧性疾患 ･脳血管疾患 ･肝疾患 ･腎
じん

疾患  

※３大疾病保険料払込免除特約の保険料の払込免除理由に該当する期間は主契約の保険料払込期間中となります。 
＊ご加入にあたって、特約の給付限度の型については、主契約の給付限度の型に応じて定まります。 

医療終身保険 

（無解約返戻金型） 

災害入院給付金 
給付限度の型 

６０日型 １２０日型 

疾病入院給付金 

給付限度の型 

６０日型 １２０日型 

疾病入院給付金の型 

６大生活習慣病 
追加給付なし型 

６大生活習慣病 
追加給付あり型 

手術給付金 
手術給付金の型 

手術Ⅰ型 手術Ⅱ型 

骨髄移植給付金 

放射線治療給付金 

医療終身保険 

（無解約返戻金型） 

がん診断特約 がん診断給付金 

抗がん剤（腫瘍用
しゅようよう

薬
やく

）治療特約 腫瘍用薬治療給付金 

がん入院特約 がん入院給付金 

７大生活習慣病入院特約 ７大生活習慣病入院給付金 給付限度の型 ６０日型 １２０日型 １８０日型 

女性疾病入院特約 女性疾病入院給付金 ６０日型 １２０日型  給付限度の型 

先進医療特約（11） 先進医療給付金 先進医療一時給付金 

３大疾病保険料払込免除特約※ ３大疾病で所定の事由に該当したときは保険料のお払込みを免除します。

す。 

ご要望に応じて付加できる特約一覧 

一
生
涯
保
障 

主契約 
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給付金名 お支払理由 お支払金額 お支払限度 

がん診断 
給付金 

初回 
がん責任開始日以後の保険期間中に初めてがんと診断確定されたとき 
２回目以降 

直前のがん診断給付金のお支払理由に該当した日から起算して２年を
経過した日の翌日以後に、診断確定されたがんの治療を目的とする入
院を開始したとき※ 

がん診断 

給付金額 

通算限度なし 

（２年に１回） 

 

 

 

 

給付金名 お支払理由 お支払金額 お支払限度 

腫瘍用薬 
治療給付金 

がん責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を目

的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点
数表において腫瘍用薬にかかる薬剤料または処方せん
料の算定対象となる入院または通院（往診を含む）をし

たとき 

腫瘍用薬治療給付金のお支払理
由が生じた日の属する月ごとに、
腫瘍用薬治療給付金額 

通算限度なし 

（同一月に１回） 

 

 

 

 

給付金名 お支払理由 お支払金額 お支払限度 

がん入院 
給付金 

がんにより１日以上入院されたとき がん入院給付日額×入院日数 １回の入院および通算ともに限度なし 

 

 

給付金名 お支払理由 お支払金額 お支払限度 

７大生活習慣病 
入院給付金 

７大生活習慣病により 
１日以上入院されたとき 

７大生活習慣病入院給付日額 
×入院日数 

継続した１回の入院につき６０日型は６０日分、
120日型は 120日分、１80日型は１80日分。通算
では 1000日分。ただし、がんで入院した場合は１

回の入院および通算のお支払限度を超えてお支
払いします。 

 

 

 

 

給付金名 お支払理由 お支払金額 お支払限度 

女性疾病 
入院給付金 

所定の女性特定疾病に

より１日以上入院された
とき 

女性疾病入院給付日額 
×入院日数 

継続した１回の入院につき６０日型は６０日分、120日型
は120日分。通算では1000日分。ただし、がんで入院し
た場合は１回の入院および通算のお支払限度を超えて

お支払いします。 

 

 

 

 

 

４ 付加できる特約 

※ 直前のがん診断給付金のお支払理由に該当した日から起算して２年を経過した日の翌日に、がんの治療を目的とする入院を 
継続しているときは、その日に入院を開始したものとみなすため、お支払理由に該当します。 

＊ 責任開始日からその日を含めて９１日目(がん責任開始日)から保障が開始されます。 

＊ 責任開始日からその日を含めて９１日目(がん責任開始日)から保障が開始されます。 
＊ 腫瘍用薬治療給付金のお支払対象となる「腫瘍用薬」は、被保険者が入院または通院をした時点において、日本標準商品分類に 

おける「腫瘍用薬」に分類される医薬品のみとなります。「ホルモン剤」のみ、または「生物学的製剤」のみを用いた抗がん剤 
治療は腫瘍用薬治療給付金のお支払対象となりません。 

●対象となる７大生活習慣病は以下のとおりです。 

 ・がん ・糖尿病 ・心疾患 ・高血圧性疾患 ・脳血管疾患 ・肝疾患 ・腎
じん

疾患 

●対象となる所定の女性特定疾病は以下のとおりです。 

 ・がん ・乳房および女性生殖器系の良性新生物および性状不詳の新生物 ・甲状腺の疾患 

 ・乳房および女性生殖器系の疾患 ・妊娠、分娩
ぶんべん

および産じょくの合併症 

がん診断特約 

抗がん剤（腫瘍用
しゅようよう

薬
やく

）治療特約 

がん入院特約 

７大生活習慣病入院特約 

女性疾病入院特約 



4 

 

 

 

給付金名 お支払理由 お支払金額 お支払限度 

先進医療 
給付金 

傷害または疾病により厚生労働大
臣が定める先進医療による療養を
受けられたとき 

先進医療にかかわる 
技術料相当額 先進医療給付金と先進医療一時給付金を 

通算して２,０００万円まで 先進医療 
一時給付金 

５万円 

＊ 先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて 

行われるものに限ります。公的医療保険制度の給付対象となった場合などはお支払いできません。 

 

 

以下のいずれかに該当したとき、以後の保険料(主契約に付加されている特約の保険料も含みます)のお払込みを免除します。 

３大疾病 保険料の払込免除理由 

がん がん責任開始日以後に、初めてがんと診断確定されたとき 

急性心筋梗塞
こ うそ く

 

責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞により、次のいずれかに該当したとき 
①初診日から起算して６０日以上、労働の制限を必要とする状態（軽い家事などの軽労働や事務などの座業は 
できるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態）が継続したと診断されたとき 

②急性心筋梗塞の治療を目的とする手術（公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算 
定対象となる手術）を受けられたとき 

脳卒中 

責任開始期以後に発病した脳卒中により、次のいずれかに該当したとき 

①初診日から起算して６０日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと診断 
されたとき 

②脳卒中の治療を目的とする手術（公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象 

となる手術）を受けられたとき 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

この資料は商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要／注意喚起情報 兼 商品パンフレ

ット」「設計書」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。 

＊ がんによる保険料の払込免除については、この特約の責任開始日からその日を含めて 91日目(がん責任開始日)から保障が開 
始されます。 

  急性心筋梗塞および脳卒中による保険料の払込免除については、責任開始期から保障が開始されます。 

先進医療特約（11） 

３大疾病保険料払込免除特約 


